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０．はじめに

　2018年３月に告示された新しい高等学校学

習指導要領は，いよいよ2022年に実施の時を

迎える。文部科学省が公表した，「改訂のポイ

ント」（「平成30年度高等学校新教育課程説明

会（中央説明会）における説明資料」文部科学

省ホームページ掲載）の中でいみじくも挙げら

れているように，今回の改訂で大きな変革を迫

られている教科は国語科と地理歴史科・公民科

であるといってよい。

　特に国語科については，現行要領と比べて，

科目構成，学習活動など，様々の要素において

大きな変更があり，高等学校国語科の授業構成

を考える上で，大きな意識改革が求められてい

る。特筆すべきは，現行の必履修科目「国語総

合」が，「現代の国語」と「言語文化」という

必履修科目２科目に再編されたことである。こ

れによって現行の「国語総合」現代文領域が，「現

代の国語」と「言語文化」の２科目に分散して

配置され，いわゆる「文学的文章」は古典領域

とともに「言語文化」という科目に置かれるこ

とになった。

　一方で，現行の小学校・中学校学習指導要領

（小学校：2011年４月実施　中学校：2012年４

月実施）において，それまでの「言語事項」が，

「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事

項」と改められ，小・中学校「国語」における

「古典」領域の占める比重が増している。

　中学校の学習指導要領も，高等学校の改訂に

先立ち，2016年３月に改訂され，2021年度から

の全面実施を控えている。こちらの改訂では最

も大きな変化として，「道徳」が「特別の教科」

として位置づけられた。その他にも「アクティ

ブ・ラーニング」の提唱などが特色とされてい

るが，国語科については配当授業時間をはじめ

として，大きな変更はみられない。

　勤務校である神奈川大学附属中・高等学校で

は，中高６年を一貫した教育課程を編成し，実

施しており，本校においても，中学校・高等学

校それぞれの新指導要領に対応した教育課程の

編成が求められている。

　本稿においては，学習指導要領の改訂実施を

目前に控えた今，小・中学校における古典学習

の成果の上に立った，高等学校の古典入門期の

指導について私見を述べてみたい。

１．高等学校学習指導要領「国語科」の
歴史

　「高等学校学習指導要領」は，第２次世界大

戦直後の1947年に「新制高等学校の教科課程

に関する件」が公にされてから，2022年実施予

定の次期新学習指導要領に至るまで，およそ

10回の改訂の歴史を有している。ここでは，

学習指導要領の改訂毎に，その特色，国語科の

科目構成について簡単にたどってみたい。以下

の記述は「高等学校学習指導要領の推移と神奈

川大学附属高等学校の教育課程（１）」として，神

奈川大学附属中・高等学校研究紀要26〔2015〕

中学校から高等学校に至る古典（古文）入門期の指導における
現代文領域との融合への試み

－新学習指導要領「言語文化」を視座として－

林　伸樹
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において報告した内容に基づいている。おのお

のの学習指導要領に附した番号は，稿者が報告

の際に用いたものである。また，〔指導要領４〕

以降の各指導要領の特色を述べた文言は，「平

成30年度高等学校新教育課程説明会（中央説

明会）における説明資料」に依っている。

〔学習指導要領１（試案）〕

1947年・1948年（改訂）発表

　「（試案）」という語が付され，「手引き的性格

を有したもの」とされている。すでに「単位」

という概念が示され，学習指導要領の原型と

なっている。

　国語科の科目として「国語」が置かれ，１学

年ごとに３単位ずつ，３学年にわたって合計９

単位を「すべての生徒がこれを履修しなれけれ

ばならない」としている。その他に「国語」（１

学年あたり各２単位・計６単位），「漢文」（１

学年あたり各２単位・計６単位）おかれている。

〔学習指導要領２・３〕

1951年・1956年（1958年改訂）実施

　２には「（試案）」という語が付されたままで

あった。１単位を認定するにあたっての授業時

間数・週数などが明確にされた。

　国語科の科目としては，「国語（甲）」が，１

学年ごとに３単位ずつ，３学年にわたって合計

９単位を「すべての生徒がこれを履修しなれけ

ればならない」科目として置かれ，その他に「国

語（乙）」（１学年あたり各２単位・計６単位）

と「漢文」（１学年あたり各２単位・計６単位）

がおかれている。

〔学習指導要領４〕

1963年実施

　「文部省（当時）告示」とされた初めての学

習指導要領。「教育課程の基準としての性格の

明確化」として位置づけられ，以降の学習指導

要領のひな形となった。

　国語科の科目としては，「現代国語」（７単位）

と「古典甲」（２単位）または「古典乙Ⅰ」（５

単位）が，「すべての生徒に履修させる」科目

として置かれた。（ただし普通科にあっては「古

典乙Ⅰ」を履修させるとしている。）その他に「古

典乙Ⅱ」（３単位）が置かれている。

〔学習指導要領５〕

1973年実施

　「教育内容の一層の向上（教育内容の現代

化）」をうたった指導要領。

　国語科の科目としては，「現代国語」（７単位）

と「古典Ⅰ甲」（２単位）が，「すべての生徒に

履修させる」科目とされた。ただし，別途「古

典Ⅰ乙」（５単位）が置かれ，この科目を履修

させる場合は「古典Ⅰ甲」の履修は要さないと

された。その他に「古典Ⅱ」（３単位）が置か

れている。

　（　）内の数字は標準単位数を示す（以降の

学習指導要領についても同じ。）。この指導要領

から学年毎の単位数配当は示されなくなった。

〔学習指導要領６〕

1982年実施

　「ゆとりある学校生活の実現＝学習負担の適

正化」をうたった指導要領。いわゆる「ゆとり」

カリキュラム。

　国語科の科目としては，「国語Ⅰ」（４単位）が，

「すべての生徒に履修させる」科目とされた。

他に，「国語Ⅱ」（４単位），国語表現（２単位），

「現代文」（３単位），「古典」（４単位）が置か

れている。

〔学習指導要領７〕

1994年実施

　「社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間

の育成」をうたった指導要領。この時期には，

小学校「生活科」の新設，道徳教育の充実など

が特色として挙げられる。高等学校では，従来

の「社会科」が「地理歴史科」と「公民科」に

再編された。
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　国語科の科目としては，「国語Ⅰ」（４単位）が，

「すべての生徒に履修させる」科目とされた。

他に，「国語Ⅱ」（４単位），「国語表現」（２単位），

「現代文」（４単位），「現代語」（２単位），「古

典Ⅰ」（３単位），「古典Ⅱ」（３単位），「古典講

読」（２単位）が置かれている。

〔学習指導要領８〕

2003年実施

　「基礎・基本学力を確実に身に付けさせ，自

ら学び考える力などの［生きる力］の育成」を

うたった指導要領。「新学力観」が提唱された。

この時期の大きな変化として，学校５日制への

移行と，「総合的学習の時間」の新設があげら

れる。高等学校では新たに「情報科」が設置さ

れた。

　国語科の科目としては，「国語表現Ⅰ」（２単

位）及び「国語総合」（４単位）が，「すべての

生徒に履修させる」科目とされた。他に「国語

表現Ⅱ」（２単位），「現代文」（４単位），「古典」

（４単位），「古典講読」（２単位）が置かれてい

る。

〔学習指導要領９〈現行〉〕

2013年実施

　引き続き「生きる力の育成」をうたい，「基

礎的・基本的な知識・技能の習得，思考力・判

断力・表現力等の育成のバランス」が提唱され

た。授業時間の増加・指導内容の充実などが図

られ，脱「ゆとり」カリキュラムとよばれる。

　小学校の「外国語活動」はこの時期の指導要

領から導入された。さらに，2015年の一部改訂

により「道徳」が「特別の教科」として位置づ

けられ，小学校では2018年度，中学校では

2019年度からの実施となった。

　国語科の科目としては，「国語総合」（４単位）

が，「すべての生徒に履修させる」科目とされた。

他に，「国語表現」（３単位），「現代文Ａ」（２

単位），「現代文Ｂ」（４単位），「古典Ａ」（２単

位），「古典Ｂ」（４単位）・が置かれている。

２．新学習指導要領における「国語科」

　前節で，第２次世界大戦以降，各々の高等学

校学習指導要領において，国語科にはどのよう

な科目が置かれてきたかを振り返ってみた。こ

れを承けて，来たる2022年度から学年進行で

実施が予定されている新学習指導要領「国語

科」の科目構成について考えたい。

◎必履修科目

　「現代の国語」（２単位）

　「実社会における国語による諸活動に必

要な資質・能力を育成する」科目。

　「現代の社会生活に必要とされる論理的

な文章及び実用的な文章」を教材として取

扱う。「ノンフィクション（非文学）の文

章のみを教材としている。」

　「言語文化」（２単位）

　「上代から近現代に受け継がれてきた我

が国の言語文化への理解を深める」科目。

教材の取扱いは「古典及び近代以降の文章

とし、日本漢文，近代以降の文語文や漢詩

文などを含める」とされる。

◎選択科目

　「論理国語」（４単位）

　「実社会において必要になる，論理的に

書いたり批判的に読んだりする力の育成を

重視した」科目。

　「近代以降の論理的な文章及び現代の社

会生活に必要とされる実用的な文章」を教

材として取扱う。「ノンィクション（非文

学）の文章のみを教材としている。」

　「文学国語」（４単位）

　「深く共感したり豊かに想像したりし

て，書いたり読んだりする力の育成を重視

した」科目。

　「近代以降の文学的な文章」を教材とし

て取扱う。科目。

　「国語表現」（４単位）



─ 198 ─

神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）

　「実社会において必要となる，他者との

多様な関わりの中で伝え合う力の育成を重

視した」科目。

　「古典探求」（４単位）

　「古典を主体的に読み深めることを通し

て伝統と文化の基盤としての古典の重要性

を理解し，自分の周囲を取り巻く社会に

とっての古典の意義や価値について探求す

る資質・能力の育成を重視した」科目。

　教材の取扱いとしては「古典としての古

文・漢文とし，日本漢文を含める」とされ

る。

　（以上の各科目について「　」内の説明

は「高等学校国語科 シリーズ授業づくり 
新科目編成とこれからの授業づくり」

〔2018.5　東洋館出版〕による。）

　本稿「１．高等学校学習指導要領「国語科」

の歴史」で挙げたように，現行指導要領に至る

までの総ての指導要領が，「全ての生徒に履修

させる科目」（必履修科目）として，現代文・

古典の両領域が統合された科目（例：「国語Ⅰ」・

「国語総合」）を設置するか，現代文領域だけの

科目（例：現代国語）と古典領域だけの科目（例：

古典甲）をそれぞれ１科目ずつ履修させるか，

どちらかの形をとってきた。

　ところが，今回の改訂では，現代文領域のう

ち，「論理的な文章及び実用的な文章」は「現

代の国語」に，「文学的文章」は「言語文化」

に配し，後者に古典領域を含めるという，初め

ての扱い方となった。

　今回，私が特に注目したいのは，２つの必履

修科目のうち「言語文化」である。

　現行の必履修科目「国語総合」や，以前の「国

語Ⅰ」は，現代文領域と古典領域の両方を含み，

特に「国語総合」となってからは，１冊の教科

書の内容を，「現代文編」と「古典編」として

明確に分ける形が主流となり，両者を分冊とし

て刊行する形も取られている。

　今回の「言語文化」では，「国語総合」の現

代文領域の主に文学的要素と，古典領域（古文・

漢文）を併せた内容とする教科書がどのように

編集され，実際の授業が，もう一つの必履修科

目「現代の国語」との関係において，どのよう

に展開されるのかを想定するのは難しい。

３．新学習指導要領「言語文化」という
科目

　今回の指導要領改訂において「言語文化」と

いう科目が生まれる契機となったのは，2016

（平成28）年の中央教育審議会答申「幼稚園，

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等」の中

の「第２部 各学校段階，各教科等における改

訂の具体的な方向性」の「②教育内容の改善・

充実　ⅰ）科目構成の見直し」に述べられた，

次の内容であると考えられる。（以下の引用部

に付した下線は稿者による。）

　国語は，我が国の歴史の中で創造され，上

代から近現代まで継承されてきたものであ

り，そして現代において実社会・実生活の中

で使われているものである。このことを踏ま

え，後者と関わりの深い実社会・実生活にお

ける言語による諸活動に必要な能力を育成す

る科目「現代の国語」と，前者と関わりの深

い我が国の伝統や文化が育んできた言語文化

を理解し，これを継承していく一員として，

自身の言語による諸活動に生かす能力を育成

する科目「言語文化」の二つの科目を，全て

の高校生が履修する共通必履修科目として設

定する。

　また，この記述の前提となっているのは上記

引用部の直前に述べられている次のような「課

題」であると思われる。

　古典の学習について，日本人として大切に

してきた言語文化を積極的に享受して社会や
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自分との関わりの中でそれらを生かしていく

という観点が弱く，学習意欲が高まらない。

　前節にも述べたが，特に「言語文化」が従前

の学習指導要領に比して特徴的であるのは，今

までの現代文領域の主に文学的要素と古典領域

を融合した科目として，現代文領域の主に論理

的要素を扱う科目（「現代の国語」）とは別に設

定された点である。それは，「上代（万葉集の

歌が詠まれた時代）から近現代につながる我が

国の言語文化への理解を深める科目」（中教審

答申）という記述からも明らかである。

　このような点に基づいて，さらにその目標・

内容などが「学習指導要領」及び「解説」に示

されている。その第２章・第１節・第２款・第

２「言語文化」「３　内容の取扱い（４）ア」

以降に注目したい。

学習指導要領の記述は次の通りである。

　（4）教材については，次の事項に留意するも

　　のとする。

　　　ア　内容の〔思考力，判断力，表現力等〕

の「Ｂ読むこと」の教材は，古典及び

近代以降の文章とし，日本漢文，近代

以降の文語文や漢詩文などを含める

とともに，我が国の言語文化への理解

を深める学習に資するよう，我が国の

伝統と文化や古典に関連する近代以

降の文章を取り上げること。また，必

要に応じて，伝承や伝統芸能などに関

する音声や画像の資料を用いること

ができること。（31ページ）

　2018年３月「高等学校学習指導要領解説　

国語編」（文部科学省）から，この部分につい

ての「解説」（140ページ以降）を引用する。

◎解説

　〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｂ読む

こと」の教材は，古典及び近代以降の文章と

していることを示している。なお，古典とは，

古典としての古文と漢文を指している。

　〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｂ読む

こと」の教材は，内容の取扱いの（1）のイ

及びウに示した配慮事項を踏まえ，古典と近

代以降の文章の両方にわたって選定する必要

がある。その際，古典としての古文には，和

歌，俳諧，物語，随筆，日記，説話，浮世草

子，能，狂言など，漢文には，思想，史伝，

詩文など，そして，近代以降の文章には，詩

歌，小説，随筆，戯曲，説明，論説，評論，

記録，報告，報道，手紙など，多種多様なも

のがあることに留意する必要がある。

　その上で，これらに日本漢文，近代以降の

文語文や漢詩文などを含めることを示してい

る。（中略）

　近代以降の文語文や漢詩文は，時代的な範

囲では古典に含まれないが，近代以降にあっ

ても，古典の漢詩文は，時代的な範囲では古

典の表現の特色を継承した優れた作品や文章

などがあり，科目の性格を踏まえた上で，こ

こで改めて示している。

　加えて，科目の性格を踏まえた上で，我が

国の言語文化への理解を深める学習に資する

よう，我が国の伝統と文化や古典に関連する

近代以降の文章を取り上げることを，ここで

改めて示している。我が国の伝統と文化や古

典に関連する近代以降の文章とは，我が国の

伝統と文化に関連する近代以降の文章，古典

に関連する近代以降の文章のことである。前

者には，例えば，我が国の伝統や文化につい

て書かれた解説や評論，随筆などが，後者に

は，例えば，古典を翻案したり素材にしたり

した小説や物語，詩歌などが考えられる。

　以上，「言語文化」に関する「学習指導要領」

及び「解説」における「教材」に関する記述を

引用した。下線を付した部分は，その中の「近

代以降の文章」に関する記述である。

　「近代以降の文章」は，現行の「国語総合」
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では「現代文」領域に含まれる。「言語文化」は，

現行「国語総合」の主に現代文領域の文学的要

素と古典領域を引き継ぐ科目であり，今までに

例をみない特徴的な科目である。その中で「近

代以降の文章」をどのように位置づけ，取り扱

うかということは，今回の改訂において重要な

事項であるといってよい。「解説」では，取扱

う「近代以降の文章」について，「我が国の伝

統と文化に関連する近代以降の文章，古典に関

連する近代以降の文章のことである」という制

約を付している。

　これらの点に注目しつつ，本稿のめざすとこ

ろである，「中学から高校に至る古典入門期の

指導」について考えるところを述べていきたい。

４．「国語総合」の「古文入門」

　現行学習指導要領における必履修科目である

「国語総合」の教科書では，１冊を現代文編・

古典編に分け，さらに古典編を古文・漢文に分

けて編集するのが一般的な形になっている。そ

のなかで，古文領域の冒頭単元には，どの教科

書も「古文入門」的な性格を与えている。この

基本的な位置づけはおそらくここ数十年の間変

わっていない。

　小・中学校学習指導要領が現行のものに変

わったとき（小学校2011年実施・中学校2012

年実施），それまでの「言語事項」が，「伝統的

な言語文化と国語の特質に関する事項」と改め

られたことにより，小・中学校における古典教

材の扱いは大きく変わった。このことは，「小

学校・中学校教科書に採択されている古典教材

について　－中高一貫校における効果的な教材

配列のために－」（神奈川大学附属中・高等学

校研究紀要26〔2017〕）として報告した。現在

の小・中学校の教科書には，古文では『竹取物

語』『平家物語』『枕草子』『徒然草』『おくのほ

そ道』といった作品の原文を（多くは口語訳を

つける形で）紹介し，中学校では1・２年生で「古

典仮名づかい」「古典文法（用言の活用，主な

助詞・助動詞，係り結び等）」「古文単語の意味」

などについて，場合によっては「発展的要素」

としながら，掲載している。このような記事（教

材）は，「国語総合」において「古典（古文）編」

の冒頭に「古文入門」として置かれている内容

とほぼ同じである。

　つまり，中学校では「発展的な内容」を含ん

でいたとはいえ，高等学校課程のスタートに

あって，古文領域（漢文でも大差はない）の「入

門」は，もう一度中学校に戻っているように見

える。これは，「国語総合」の現代文領域，特

に「論理的要素」をもつ，わかりやすく言えば

「評論」単元と，中学校段階の同系統の教材を

比べたときに，高等学校の教材から感じる難し

さ（立場を変えれば中学校の易しさ），とは大

きく隔たっている。

　前述の「小学校・中学校教科書に採択されて

いる古典教材について」という報告を通して感

じたのは，中学校「国語」と高等学校「国語総

合」の古典（ここではとりあえず古文領域）の

間に差異があまりみられないということであっ

た。さらに，本稿の執筆と時を同じくして，「国

語総合」の古文教材について調査してますます

その感を強くした。この調査報告は，「高等学

校「国語総合」に採択されている古文教材につ

いて　－小学校・中学校教科書採択教材とのつ

ながりを視野に－」（神奈川大学附属中・高等

学校研究紀要30〔2019〕）としての報告の予定

である。

　現行の「国語総合」教科書９社24点〔現代

文編と古典編を分冊としているものは併せて１

点とする〕について調べてみると，冒頭の「入

門」単元の教材の多くは「説話」であり，「説話」

そのものを単元名としているものも多い。経験

を振り返ると，そういえば「長い間こうなって

いた」という印象である。

　現行の「入門」単元で採択されている「説話」

教材について，作品名と各作品の教材として採

られている章段点数をあげると，

　『今昔物語集』〔３点〕
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　『古本説話集』〔１点〕

　『宇治拾遺物語』〔３点〕

　『十訓抄』〔５点〕

　『古今著聞集』〔４点〕

　『沙石集』〔６点〕

のように，６作品22点にのぼっている。その

中で，教材（章段）として採択されている延べ

数（１社が３種の教科書全てに採択している場

合は「３点」とした）の上位は，

　「ちごのそら寝」（『宇治拾遺物語』）23点

　「絵仏師良秀」（『宇治拾遺物語』）13点

　「検非違使忠明」（『今昔物語集』）８点

である。この三つの間にもずいぶん数字の差が

あるが，第４位以下はすべて４点以下であり，

ほとんどの教科書が「ちごのそら寝」を採択し

ているという，集中（偏り）をみせている。

　確かに「説話」は一話の長さも短く，それぞ

れの話はたいてい完結しており，内容も難解で

なく，入門期の文章として適しているという判

断は間違っていない。「古文」に初めて出会う

時に「興味をひくわかりやすい話」として読ま

せるには適している教材群なのかもしれない。

　しかし，現在，小学校・中学校の「古文入門」

として「ちごのそら寝」を教材としている教科

書はない。掲載されている教材の主流は『竹取

物語』『平家物語』『枕草子』『徒然草』『おくの

ほそ道』であり，いずれも原文をそのまま（口

語訳が付される場合は多いが）掲載している。

　その他の作品としては，小学校で『伊曾保物

語』・『宇治拾遺物語』・『御伽草子』，中学校で

は『伊曾保物語』・『宇治拾遺物語』が挙げられ，

説話も含まれている。『伊曾保物語』「鳩と蟻の

こと」は小学校・中学校の「国語」，高等学校「国

語総合」で掲載している教科書がある。

　さらに，中学３年生の全ての教科書に採択さ

れている『おくのほそ道』は，いくつかの章段

が「原文＋脚注」の形で採られている。

　これらと比べると，高等学校の「古典入門」

の教材の扱いは「後戻り」していると言えなく

はないだろうか。

　こう考えてくると，既に小・中学校で，高等

学校でも採択されている「本格的な古文」に触

れている（はず）の現状で，「国語総合」入門

期の教材として「ちごのそら寝」について，現

在のような扱い方は適切なのだろうか。

５．入門教材「ちごのそら寝」について

　ここで，改めて「ちごのそら寝」について考

えてみたい。本文は以下の通りである。勤務校

で採択している，三省堂「精選国語総合〔改訂

版〕」掲載の本文を使用した。（岩波書店「新日

本古典文学大系」に基づいている。○つき数字

と下線は稿者。）

　①今は昔，比叡の山に児ありけり。僧たち，

宵のつれづれに，「いざ，かいもちひせむ。」

と言ひけるを，この児，心寄せに聞きけり。

さりとて，し出ださむを待ちて寝ざらむも，

わろかりなむと思ひて，片方に寄りて，寝た

る由にて，出で来るを待ちけるに，すでにし

出だしたるさまにて，ひしめき合ひたり。

　②この児，定めておどろかさむずらむと待

ちゐたるに，僧の，「もの申し候はむ。おど

ろかせ給へ。」と言ふを，うれしとは思へど

も，ただ一度にいらへむも，③待ちけるかと

もぞ思ふとて，いまひと声呼ばれていらへむ

と，念じて寝たるほどに，「や，④な起こし

奉りそ。をさなき人は寝入り給ひにけり。」

と言ふ声のしければ，あな，わびしと思ひて，

いま一度起こせかしと，思ひ寝に聞けば，ひ

しひしと，ただ食ひに食ふ音のしければ，ず

ちなくて，無期ののちに，「えい。」といらへ

たりければ，僧たち笑ふこと限りなし。

　引用した三省堂版の教科書（もちろんたて書

き）では，本文左側に部分口語訳をつける形で

掲載されている。他の教科書をみると，本文横

（左側），あるいは下段に全文の口語訳を（部分

訳の場合もあるが）付す形もあり，分冊本では
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本文と脚注のみの形もある。口語訳のついてい

るものは，そのたすけを借りて，生徒は「お話」

の内容は容易に理解できるであろう。また，そ

れぞれ「手引き」に類する項目が付され，内容

の理解を確認する学習活動が導かれている。

　この文章を「古文入門」として扱おうとした

ときに，次のような点について気にかかる。

　１．下線部①「今は昔，比叡の山に児ありけ

り。僧たち，宵のつれづれに，『いざ，か

いもちひせむ。』と言ひけるを」という作

品の背景が現代の高校生にすぐにどれほど

理解されるか。

　２．下線部②「この児，定めておどろかさむ

ずらむと待ちゐたるに，」は，口語訳すれ

ば，「この児は，（僧たちが）きっと目覚め

させてくれるだろうと待っていると」とな

るが，口語訳がない場合，「僧たちが」と

主語を補って読めるか。

　３．下線部③「待ちけるかともぞ思ふ」の「…

もぞ（連体形）」（「…すると困る・大変だ）

や，下線部④「な起こし奉りそ」（禁止の

意味をあらわす呼応の副詞）などといった，

後に古文読解で重要になる表現にまで説明

を加えることは，必要であるが，適切なの

か。（細かすぎはしないか。）

　４．「つれづれなり」「おどろく」「いらふ」「念

ず」「わびし」「ずちなし」などの重要古語

について，入門段階であるとはいっても定

着させておく必要があると思われるが，そ

こまで細かい指導が可能なのか。

　以上の１．～４．のような項目は，細かい読

解に属するので，実際の授業で，高等学校に入

学して間もない時期にここまで扱うのは現実的

ではないのではないかと考えると，「国語総合」

の「古文入門」において，この教材を採り上げ

る内容，方法については工夫する余地があると

思われる。

６．「絵仏師良秀」の可能性

　「ちごのそら寝」と同様に『宇治拾遺物語』

に収められている「絵仏師良秀」は，「国語総合」

の冒頭単元教材としては「ちごのそら寝」に次

いで多くの教科書に採られている。

　以下に本文を掲げる。（「ちごのそら寝」と同

じく，三省堂「精選国語総合〔改訂版〕」掲載

の本文を使用した。）

　これも今は昔，絵仏師良秀といふありけ

り。家の隣より火出で来て，風おしおほひて

せめければ，逃げ出でて，大路へ出でにけり。

人の書かする仏もおはしけり。また，衣着ぬ

妻子なども，さながら内にありけり。それも

知らず，ただ逃げ出でたるをことにして，向

かひのつらに立てり。

　見れば，すでに我が家に移りて，煙，炎く

ゆりけるまで，おほかた向かひのつらに立ち

て，眺めければ，「あさましきこと。」とて，

人ども，来とぶらひけれど，騒がず。「いか

に。」と人言ひければ，向かひに立ちて，家

の焼くるを見て，うちうなづきて，ときどき

笑ひけり。「あはれ，しつるせうとくかな。

年ごろはわろく書きけるものかな。」と言ふ

時に，とぶらひに来たる者ども，「こはいか

に，かくては立ち給へるぞ。あさましきこと

かな。物のつき給へるか。」と言ひければ，「な

んでふ，物のつくべきぞ。年ごろ，不動尊の

火炎を悪しく書きけるなり。今見れば，かう

こそ燃えけれと，心得つるなり。これこそ，

せうとくよ。この道を立てて，世にあらむに

は，仏だによく書き奉らば，百千の家も，出

で来なむ。わ党たちこそ，させる能もおはせ

ねば，ものをも惜しみ給へ。」と言ひて，あ

ざ笑ひてこそ立てりけれ。

　そののちにや，良秀がよぢり不動とて，今

に人々めで合へり。

　下線を付した部分は，語注や部分訳をつける
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など，理解を助けるための工夫が必要だと思わ

れる語句・表現である。とはいえ，その程度の

手当てを加えれば内容理解は可能であろう。「ち

ごのそら寝」が「おかしさ（おもしろさ）」を

読み取らなくてはならないとされて，「このお

話はおもしろいでしょう？」という前提から離

れがたいのと比べると，「絵仏師良秀」には，「お

かしさ」はないが，むしろ「古文を読む」とい

う立場で素直に接することができるのではない

かと思う。

　「絵仏師良秀」には，別の可能性も考えられ

る。この章段は芥川龍之介の『地獄変』に構想

を与えたものであるという指摘は既になされて

いる。以前から「絵仏師良秀」は古文の冒頭単

元に置かれていた記憶がある。『地獄変』と併

せて「古文入門」として授業の中で扱うことを

試みようというのは誰でも思いつく。しかし，

現実にはこの２作品を用いた学習活動は一般的

なものではない。

　大きな理由の一つは，芥川龍之介の作品とし

ては，『羅生門』が，ほんとうに長い間，高校

１年生の現代文「小説」の定番教材として不動

の地位を占めていることにあると思う。

　『羅生門』は，言うまでもなく，『今昔物語集』

「本朝世俗部」にある「羅城門登上層見死人盗

人語（らせいもんのうはのこしにのぼりてしに

んをみしぬすびとのこと）第十八（巻二十九）」

と，「太刀帯陣売魚嫗語（たてはきのぢんにい

ををうるおうなのこと）第三十一（巻三十一）」

の二つの章段に基づいて書かれている作品とさ

れている。

　主たる典拠である「羅城門登上層見死人盗人

語」の本文を挙げる。

　今は昔，摂津の国の辺より盗みせむが為に

京に上りける男の，日のいまだ明かかりけれ

ば，羅城門の下に立ち隠れて立てりけるに，

朱雀の方に人しげく行きければ，人の静まる

までと思ひて，門の下に待ち立てりけるに，

山城の方より人どものあまた来たる音のしけ

れば，それに見えじと思ひて，門の上層にや

はら掻かつり登りたりけるに，見れば，火ほ

のかにともしたり。

　盗人，「怪し」と思ひて，連子よりのぞき

ければ，若き女の死にて臥したる有り。その

枕上に火をともして，年いみじく老いたる嫗

の白髪白きが，その死人の枕上に居て，死人

の髪をかなぐり抜き取るなりけり。

　盗人これを見るに，心も得ねば，「これは

もし鬼にやあらむ」と思ひておそろしけれど

も，「もし死人にてもぞある。おどして試み

む」と思ひて，やはら戸を開けて，刀を抜き

て，「おのれは，おのれは」と言ひて走り寄

りければ，嫗，手惑ひをして，手をすりて惑

へば，盗人，「こは何ぞの嫗の，かくはし居

たるぞ」と問ひければ，嫗，「おのれが主に

ておはしましつる人の失せ給へるを，あつか

ふ人のなければ，かくて置き奉りたるなり。

その御髪の長に余りて長ければ，それを抜き

取りてかつらにせむとて抜くなり。助け給

へ」と言ひければ，盗人，死人の着たる衣と，

嫗の着たる衣と，抜き取りてある髪とを奪ひ

取りて，下り走りて逃げて去りにけり。

　さて其の上の層には死人の骸骨ぞ多かりけ

る。死にたる人の葬りになどえせぬをば，此

の門の上にぞ置きける。

　この事はその盗人の人に語りけるを聞き継

ぎてかく語り伝へたるとや。

（小学館「新編日本古典文学全集38」『今昔

物語集４』による。カタカナをひらがなに改

め，送りがな，漢字表記を読みやすく書き改

めた）

　「ちごのそら寝」でも指摘したのと類似の，「死

人にてもぞある」「えせぬ」などの少し難解な

慣用表現が含まれているが，「物語」としての

展開の面白さがあるので，現代文領域の小説教

材と古文の入門・導入教材の組み合わせとして

は格好のものであると言える。

　とは言うものの，現在の「国語総合」におい
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て， 『羅生門』は不動の「ビッグネーム」であり，

「古文入門」の教材として，『今昔物語集』に対

して，いわば「従」の存在として用いることは

とても考えられない。現在までにみられる授業

実践記録や指導案等においても，あくまで『羅

生門』を「主」たる独立した作品として学習し

た上で，『今昔物語集』を「従」とし，両者を

比較して，芥川が「小説」として『今昔物語集』

をもとに，どう作品を構築したかを考えさせる

素材として『今昔物語集』を扱う形がみられる

場合が多い。その事例も最近は減少の傾向にあ

るようである。

　再度「絵仏師良秀」について考えてみると，

たとえ『羅生門』の存在がなかったとしても，

高校生にとって，『地獄変』の知名度，長さ（全

編読み通すことの困難さ），『宇治拾遺物語』と

の比較（どこが同じでどこが違うか）が容易か

どうか，などといった観点から，この二作品を

もって「古文入門」の授業展開を考えることは

難しいといわざるを得ない。

７．「古文入門」への試み（１）
－現古融合文の導入－

　ここまで，現行の「国語総合」教科書をみな

がら，「説話」中心の「古文入門」の現状につ

いて考えてきた。新指導要領の実施が目前に

迫った今，この領域に何か新しい視点を与えら

れないかということを考えてみたい。

　新指導要領では古典領域が「言語文化」に含

まれることはすでに述べた通りである。「言語

文化」の教材については，（繰り返しになるが，）

学習指導要領に次のように述べられている。

　古典及び近代以降の文章とし，日本漢文，

近代以降の文語文や漢詩文などを含めるとと

もに，我が国の言語文化への理解を深める学

習に資するよう，我が国の伝統と文化や古典

に関連する近代以降の文章を取り上げるこ

と。また，必要に応じて，伝承や伝統芸能な

どに関する音声や画像の資料を用いることが

できること。（学習指導要領「３　内容の取

扱い（４）ア」）（31ページ）

　そこで，「我が国の伝統と文化や古典に関連

する近代以降の文章」を「古文」とコラボレー

ションさせるという視点から，「古典入門」授

業展開の可能性を探ってみる。

　全国の高等学校入学試験においては，以前に

比べて古文・漢文の出題が増加し，内容も充実

しているように思う。過去には遠慮がちであっ

た各都道府県公立高校の入学試験においても，

かなり「本格的」な古文・漢文の問題が出題さ

れている。大半は古文・漢文そのものからの出

題であるが，「古文・漢文を含む論説文」が出

題されている場合もある。

　2019年度の入学試験では，山本淳子『枕草

子のたくらみ』（朝日新聞出版　2017年４月）

から，目にすることができる限りでは，東京都

立西高等学校と，奈良県東大寺学園高等学校の

２校が出題している。前者は「笛は」の段，後

者は「春はあけぼの」の段に関する部分を問題

文としている。

　東京都立西高等学校に出題された問題文を一

部以下に挙げてみる。

　下級貴族層の一員として生きてきた清少納

言に，宮仕えは息をのむような世界を見せて

くれた。これこそが貴族文化の粋という，宮

廷の雅びの数々である。物語でしか知らな

かった洗練美の世界に目を瞠りながら，さて

清少納言が『枕草子』に記したのは，ほとん

どが貴族文化のなかでも生活文化というべき

ものであった。例えば，雅びを彩る重要な道

具である，楽器について。

笛は，横笛，いみじうをかし。遠うより聞

こゆるが，やうやう近うなりゆくも，をか

し。近かりつるが遥かになりて，いとほの

かに聞こゆるも，いとをかし。
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車にても，徒歩よりも，馬にても，すべて，

ふところに挿し入れて持たるも，何とも見

えず，さばかりをかしき物はなし。まして

聞き知りたる調子などは，いみじうめでた

し。

暁などに忘れて，をかしげなる，枕のもと

にありける見つけたるも，なほをかし。人

の取りにおこせたるをおし包みてやるも，

立文のやうに見えたり。

（笛は，横笛が，とてもすてき。遠くから

聞こえていたのがだんだん近づいてくるの

もいい。近くの音が遥かに遠ざかってかす

かに聞こえるだけなのも，とてもすてき。

車でも，歩いていても，馬に乗っていても，

いつも，ふところに携えていても何とも見

えなくて，これほどおしゃれな楽器はな

い。まして知っている旋律が流れてくると，

本当に心がときめく。

彼が夜明けに忘れていって，ふと見ると，

恰好いい姿で笛が枕元に置かれている，そ

れを見つけた時にも，やっぱりいいなあと

思ってしまう。彼は忘れ物に気づいて，取

りに使いをよこす。それで紙に包んで渡す

時にも，しやきっとした立て文のように見

えた）（［枕草子］第二〇五段「笛は」）

　平安貴族は楽に親しみ，宴においても日常

生活でも腕前を披露し合った。楽器には太鼓

など打楽器，「琴」と総称される弦楽器，「笛」

と総称される管楽器があったが，右の「笛は」

の書き出しのように，清少納言が特に心を寄

せたのは管楽器，なかでも横笛だった。

　口語訳が付されているのは残念であるが，引

用されている『枕草子』の章段も，「春はあけ

ぼの」を読んだことがあれば，それほど難しい

ものではない。もし，口語訳を外し，語釈をつ

けるなどの処理が可能とされればより望ましい

ように思える。原文を読みながら，現代文の部

分に書かれたことを通して，古文をどう読んで

いくか（鑑賞するか）の指導ができれば，「古

文に慣れる」ことを主眼とする現在の「古文入

門」とはひと味違った指導が可能になるのでは

ないだろうか。

　今まで挙げたほかに，高等学校入試での古文

（和歌）・漢文（漢詩）を含めた出題としては，

岡山県立岡山朝日高等学校が，吉川幸次郎・三

好達治『新唐詩選』から，阿倍仲麻呂「あまの

原ふりさけ見れば春日なる三笠の山にいでし月

かも」と，李白「晁卿衡を哭す」に関する部分

を出題している。東京都立高等学校では，例年，

古典を含む論説文が出題されており，今回は，

他に和歌を扱ったものとして，鈴木日出男『古

代和歌の世界』（日比谷高等学校）・佐々木隆『古

今和歌集入門　ことばと謎』（青山高等学校），

『源氏物語』を扱ったものとして，森則男『読

みなおす　日本の原風景』（墨田川高等学校），

漢文を扱ったものとして，藤原克己『菅原道真 
詩人の運命』（国立高等学校）などがある。教

材として採用する手がかりになるかもしれない。

８．「古文入門」への試み（２）
－文語歌詞の採用－

　前節では，「我が国の伝統と文化や古典に関

連する近代以降の文章」という視点から，古典

を含んだ論説文，いわゆる「現古融合文」の教

材化への手かがりを示した。本節では，「言語

文化」の教材例から，「日本漢文，近代以降の

文語文や漢詩文などを含める」というところに

注目して，「古文入門」の指導を考えてみたい。

　現代の生活の中で「近代以降の文語文」が残っ

ている領域に，「歌詞」がある。

　小学校・中学校の学習指導要領「音楽」には

「歌唱共通教材」が，「文部省唱歌」を中心に，

小学校では各学年に４曲ずつ，中学校では，学

年を指定せず７曲がそれぞれ掲載されている。

　2020年度から全面実施予定の小学校新学習

指導要領と2021年度全面実施予定の中学校新

学習指導要領から「歌唱共通教材」とされてい
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るものを以下に列挙してみる。

【小学校】

〔第１学年〕

　「うみ」　（文部省唱歌）

　　林 柳波 作詞　　井上 武士 作曲

　「かたつむり」　（文部省唱歌）

　「日のまる」（文部省唱歌）

　　高野 辰之 作詞　　岡野 貞一 作曲

　「ひらいたひらいた」　（わらべうた）

〔第２学年〕

　「かくれんぼ」　（文部省唱歌）

　　林 柳波 作詞　下総 皖一 作曲

　「春がきた」　（文部省唱歌）

　　高野 辰之 作詞　岡野 貞一 作曲

　「虫のこえ」　（文部省唱歌）

　「夕やけこやけ」

　　中村 雨紅 作詞　草川 信 作曲

〔第３学年〕

　「うさぎ」　（日本古謡）

　「茶つみ」[＊ ]（文部省唱歌）

　「春の小川」　（文部省唱歌）

　　高野 辰之 作詞　岡野 貞一 作曲

　「ふじ山」（文部省唱歌）巌谷 小波 作詞

〔第４学年〕

　「さくらさくら」[＊ ]（日本古謡）

　「とんび」

　　葛原 しげる 作詞　梁田 貞 作曲

　「まきばの朝」　（文部省唱歌）

　　船橋 栄吉 作曲

　「もみじ」　（文部省唱歌）

　　高野 辰之 作詞　岡野 貞一 作曲

〔第５学年〕

　「こいのぼり」＊（文部省唱歌）

　「子もり歌」＊（日本古謡）

　「スキーの歌」＊（文部省唱歌）

　　林 柳波 作詞　橋本 国彦 作曲

　「冬げしき」＊（文部省唱歌）

〔第６学年〕

　「越天楽今様（歌詞は第２節まで）」＊

 　（日本古謡）　慈鎮和尚 作歌

　「おぼろ月夜」＊（文部省唱歌） 
　　高野 辰之 作詞　岡野 貞一 作曲

　「ふるさと」＊（文部省唱歌）

　　高野 辰之 作詞　岡野 貞一 作曲

　「われは海の子（歌詞は第３節まで）」＊

　　（文部省唱歌）

 
【中学校】

　「赤とんぼ」

　　三木 露風 作詞　山田 耕筰 作曲

　「荒城の月」＊

　　土井 晩翠 作詞　滝 廉太郎 作曲

　「早春賦」＊

　　吉丸 一昌 作詞　中田 章 作曲

　「夏の思い出」　

　　江間 章子 作詞　中田 喜直 作曲

　「花」＊武島 羽衣 作詞　滝 廉太郎 作曲

　「花の街」

　　江間 章子 作詞　團 伊玖磨 作曲

　「浜辺の歌」＊

　　林 古溪 作詞　成田 為三 作曲

　以上の通りである。これらのうち，曲名の後

に「＊」印を付したものは歌詞が文語で書かれ

ている。（[＊ ]のものは部分的に文語が用いら

れている。）

　ここに挙げた中でおそらく最もよく知られて

いる唱歌は「ふるさと」であろう。歌詞は以下

の通りである。（以下，歌詞本文について底本

とした『日本唱歌集』『日本童謡集』は，編者

によって現代仮名づかいに改められているもの

が多い。今回は古典教材としての提案なので，

稿者が古典仮名づかいに改めた。）

　まず，平仮名だけで表記してみる。

うさぎおひし　　かのやま
こぶなつりし　　かのかは
ゆめはいまも　　めぐりて
わすれがたき　　ふるさと
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いかにいます　　ちちはは
つつがなしや　　ともがき
あめにかぜに　　つけても
おもひいづる　　ふるさと

こころざしを　　はたして
いつのひにか　　かへらん
やまはあをき　　ふるさと
みづきはきよき　ふるさと

　よく歌われている作品であるから，意味が

まったくわからないということはないと思われ

るが，１節の歌い出しを「兎追ひし」つまり「兎

を追いかけた」と理解して歌っているかという

と，「兎は美味しい」と思っていたという笑い

話があるように，心もとない。２節目の２行目

も正しく「恙なしや　友垣」と理解されている

だろうか。歌詞を漢字かな交じりで表記すると

以下のようになる。（漢字表記は岩波文庫『日

本唱歌集』に基づく）

兎追ひしかの山，
小鮒釣りしかの川，
　夢は今もめぐりて，
　忘れがたき故郷。

如何にいます父母，
恙なしや友垣，
　雨に風につけても，
　思ひいづる故郷。

こころざしをはたして，
いつの日にか帰らん，
　山はあをき故郷。
　水は清き故郷。

　このような身近な歌が，文語であるがゆえ

に，正確に理解されていないままになっている

ことはよいこととはいえない。身近な古文（文

語文）の入門期教材に「近代以降の文語文」と

して，唱歌に代表される文語の「歌詞」を用い

ることが試みられてもよいと考える。

　古文の指導において，単語や文法の違いと

いった「言葉」の面での「難しさ」「とりつき

にくさ」が，中教審の答申（前掲）にあった，

　古典の学習について，日本人として大切に

してきた言語文化を積極的に享受して社会や

自分との関わりの中でそれらを生かしていく

という観点が弱く，学習意欲が高まらない。

という「課題」の指摘につながっていることは

言うまでもないが，一方で，私たちが日常生活

の中でさえ徐々に体験しがたくなっている季節

感を，古文の中に理解することが難しくなって

いることも，「古典離れ」をもたらしていると

感じざるを得ない。

　このような，「言葉」と「季節感」という視

点から，私が，現在のところ「歌唱共通教材」

のなかから「古文入門」の教材として取り上げ

てもよいと考えるのは，小学校６年生の「おぼ

ろ月夜」と中学校の「早春賦」である。

「おぼろ月夜」（高野 辰之　詞）
菜の花畠に　　　　入日薄れ，
　見わたす山の端　　霞ふかし。
春風そよふく　　　空を見れば，
　夕月かかりて　　　にほひ淡し。

里わの火影も　　　森の色も，
　田中の小路を　　　たどる人も，
蛙のなくねも　　　かねの音も，
　さながら霞める　　朧月夜。

「早春賦」（吉丸　一昌 詞）
春は名のみの風の寒さや。
　谷の鶯　歌は思へど
時にあらずと　　声も立てず。
　時にあらずと　　声も立てず。
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氷解け去り葦は角ぐむ。
　さては時ぞと　思ふあやにく
今日もきのふも　　雪の空。
　今日もきのふも　　雪の空。

春と聞かねば知らでありしを。
聞けば急かるる　胸の思ひを
いかにせよとの　この頃か。
いかにせよとの　この頃か。

　「古文入門」は学年のはじめ，４月に扱われ

るはずである。四季の捉え方は古典の時代と現

代とでは異なっているが，現代の４月は「春」

である。ここに挙げた２曲の歌詞は，ともに「古

典」の世界に現れる，伝統的な「春」の風物を

歌っている。（波線を付したものがそれにあた

る。）また下線を付した語句・表現は，古文と

して重要，あるいは注意すべきだと思われる語

句・表現等である。こうした要素に解説を加え

ながら，時には必要に応じ，映像・図版・写真

などを用いて「古文の世界」へと導いていくと

いうのが私のもつ構想である。唱歌そのものを

導入とする方法もあるし，最終的に唱歌でまと

めるという方法も考えられる。さまざまの工夫

が可能であろう。

　ただし，ここで留意しなくてはならないと私

が考えているのは，歌詞を「口語訳しない」こ

とである。「和歌」「俳句」などの短詩型文学を

はじめ，「文語詩」にいたるまで，「詩（詞）」

を「口語訳」することは弊害となると考える。

もちろん語彙的に「わからない単語」は現代語

に置き換えてみることが必要であるし，口語に

ない文語独特の表現や語法も理解への手助けが

必要であろう。しかし，その役割を安易に「口

語訳」に担わせることは避けたい。あくまで「文

語（古典語）」は「文語」として読み，理解す

る姿勢を，入門期から養わせたい。

　以上，いくつかの観点から，現行の多くの「国

語総合」教科書の「古文入門」のあり方を再考

するための提案を試みた。

　なお，学校で歌われる機会も多いであろう文

語歌詞の唱歌で，教材化する可能性があるもの

として，「蛍の光」（稲垣千頴　作詞　スコット

ランド民謡）がある。これも，実際に歌詞の意

味が正しく理解された上で歌われているかとい

うと，心もとない。歌われるのはもっぱら卒業

式の時期であろうから，４月新学期の「古文入

門」には適さないかもしれないが，典拠となっ

ている故事（『晋書』「車胤伝」「孫康伝」）も含

め，古文の教材として検討されてよいと思う。

　以下に，広く歌われている２節まで（本来は

４節まである）の歌詞を掲載しておく。

蛍の光　窓の雪
書読む月日　重ねつつ
いつしか歳も　すぎの戸を
あけてぞ今朝は　別れゆく

留まるもゆくも　かぎりとて
互におもふ　千万の
心の端を　一言に
幸くとばかり　歌ふなり

９．おわりに

　以上，国語科にとって非常に大きな変革とな

る，今回の学習指導要領改訂を目前にして，新

しい必履修科目「言語文化」に注目しつつ，小・

中学校における「古典（古文）」の扱われ方を

参考にしながら，有名古典の存在に触れた後に

高等学校に進学した生徒が，あらためて「古

典」・「古文」を学ぼうとする時に，教材の設定

や指導の方法について，どのような試みが可能

であるかを考えてみた。

　いろいろなところで「古典離れ」が言われる

が，そこには「古典」は現代とは隔絶された「別

物」という意識が，学ぶ側にも学ばせる側にも

ないとはいえないように思う。「古文入門」に

おいては，現代の社会（生活）の中にどのよう
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に「古典（古文）」が息づいているかに気づか

せるような教材や指導法が必要である。本稿に

述べたことが，そのような試みに対する一助と

なれば幸いである。また，今後もこうした試み

がさらに広がるような教材・指導法を考えてい

きたい。
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